
1 
 

手話サークル「木の会」会則 

 

 

第１条＜名称および事務所＞ 

    この会は、南流山手話サークル「木の会」（以下本会という）と称し、事務所は 

原則として会長宅に置く。 

 

第２条＜目的＞   

    本会は、手話技術の習得向上に努め、もって会員相互の親睦と、聴覚障害者と 

健聴者の交流を図ることを目的とする。 

 

第３条＜他組織との関係＞   

    本会は、流山市手話サークル連絡協議会（以下流サ連という）に所属する。 

 

第４条＜会員＞ 

    本会は、第２条の目的に賛同する者をもって会員とする。 

 

第５条＜入会・退会＞  

１. 前条の会員は、所定の入会届を事務局に提出した日より本会に加入し、所定の 

退会届を事務局に提出したときにその資格を失うものとする。 

    ２. 長期欠席の際は会長に届け出るものとする。 

    ３. 総会終了後６ヶ月を経過しても会費未納の場合は退会したものとみなす。 

 

第６条＜運営資金＞  

    １．本会の運営は、会員より徴収する会費、補助金、寄付金をもって行う。 

    ２．前号の会費については別に定める。 

 

第７条＜会計年度＞   

    本会の会計年度は当年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

第８条＜予算・決算＞   

    １．会計は毎年度始めに予算案を作成し、会員の了承を得なければならない。 

      ２．決算は会計年度毎に行い、会計監査の監査を受け、会員に報告しなければな 

       らない。 
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第９条＜役員＞  

    本会には次の役員をおく。 

    １．会長（１名） ２．副会長（１名以上） ３．会計（２名以上） 

４．事務局長（１名）５．会計監査（２名）  

 

第１０条＜役員の選任および任期＞ 

１．役員は会員から選任する。 

 ２．役員の任期は１年とするも再選を妨げない。 

 ３．役員に欠員が生じたときは補充することが出来る。ただし、その者の任期は 

   前任者の残余期間とする。 

 

第１１条＜総会＞ 

    １．総会は年１回開催する。 

 ２．総会は、全会員の３分の２以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもっ 

   て決議する。 

 ３．総会では次の事項を決議する。 

      ①年間活動計画 

      ②役員の選出 

      ③予算・決算の審議・承認 

      ④会則の制定・改廃 

      ⑤その他、本会の運営に必要な事項 

 

第１２条＜役員会＞ 

１．本会に役員会をおき、会計監査を除く全役員をもって構成する。 

     ２．役員会は次の事項を審議決定する。 

①年間活動計画の実施に関する事項 

②慶弔費支給に関する事項 

③その他本会の運営に必要な事項 

３．役員会は必要に応じ、会長が招集する。 

 

第１３条＜慶弔費＞   

 １．本会の目的の下に、事由発生の都度会員等に慶弔費を支給する。 

     ２．支給事由については別に定める。  

 

第１４条＜交通費＞ 

 １．本会の目的達成のため活動する役員および会員に交通費を支給する。 

     ２．支給の基準については別に定める。 
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付    則 

 

   （１）「木の会」は、平成３年度手話講習会終了者の有志が、平成４年２月６日に「南 

      流山手話勉強会」として発足させ、同年６月２５日、名称を「木の会」と称す。 

（２）平成５年６月１日制定。 

（３）平成８年３月２８日改定。 

（４）平成１１年４月１５日改定 

（５）平成１７年４月１４日改定 

（６）平成１９年４月１２日改定 

（７）平成２０年４月１０日改定 

（８）平成２３年４月１６日改定 

 


